
 

第１０期佐倉市高齢者福祉・介護計画策定に向けた調査の実施について 

   

市町村は、日常生活圏域の被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を把握した上

で、市町村介護保険事業計画作成するよう努めるとされています。（介護保険法第１１７条第５項）  

市では、国から実施が求められている２つの調査のほかに、地域の実情や課題等を把握するめための

調査を実施する予定です。  

 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（業務委託）  

要介護認定を受けていない６５歳以上の方を対象に、要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参

加状況を把握し、地域の診断に活用しようとするものです。日々の生活や地域のたすけあい、健康に関す

る項目等を調査し、地域で安心して暮らし続けられるようにする上での課題の把握等を目的として実施し

ます。 

    対 象 者（一般高齢者、介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援１～２）   ３,０００人  

    調査方法 郵送による送付、回収  

    調査時期 令和８年１月中旬から２月末（予定） 

 

２ 在宅介護実態調査 

  在宅で生活している要支援、要介護認定者と介護者を調査対象に、要介護者の適切な在宅生活の継

続や家族等介護者の就労継続（介護離職防止）の観点から、介護サービスの在り方を検討することを目

的に実施するものです。 

    対 象 者 要支援、要介護認定者のうち更新申請、区分変更申請を行った方   ８００人 

    調査方法 郵送による送付、回収 

    調査時期 令和７年１１月から３月末まで（予定） 

 

３ その他の実態調査   

  上記２つの調査のほか、高齢者や介護保険サービス事業者を対象に下記の調査を行います。 

① 介護サービス利用意向調査 対象：介護保険サービス未利用者・特別養護老人ホーム入所希望者  

② 事業参入意向調査 対象：介護保険サービス事業所の運営法人  

③ 介護人材の確保・定着に関する実態調査 対象：介護保険サービス事業所  

④ 介護労働者の実態及び意向調査 対象：介護保険サービス事業所の従事者（主任、一般職員等） 

⑤ （仮称）認知症の人及び家族等の意識調査（新規） 対象：認知症の人とその家族 
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別記

【第１０期計画策定に向けた調査】

介護保険サービス未利用
者

特別養護老人ホーム入所
希望者

調査目的
介護保険サービス未利用
者の実態を確認するため

特別養護老人ホーム整備
計画を検討するため

市内介護保険サービス事業
所の新設等の意向調査

介護サービスの提供能力と
人材の確保・定着に有効な
対策を検討するため

介護労働者の処遇改善策
等を検討するため

認知症の人及び家族等の
日常生活上の課題や就労
状況等を把握するため

調査方法
無作為抽出

郵送・電子申請ｼｽﾃﾑ

全数調査
（特養入所希望者）

郵送
聞き取り調査

調査対象者
介護認定を受けている
サービス未利用者

特別養護老人ホーム
入所希望者

市内で介護保険サービス
事業所を運営している法
人

市内の介護保険サービス
事業所

市内の介護保険サービ
ス事業所の主任、リー
ダー等

認知症の人とその家族

調査期間
令和７年１０月～
　　　令和８年３月末

令和８年１月～
　令和８年３月末まで

調査件数 ９００件 ２００件 １００件 ２００件 ４００件 ５０件

２

各　種　実　態　調　査

令和７年１０月～令和８年３月末

全数調査
電子申請システム

②事業参入意向調査
③介護人材の確保・定着
に関する実態調査

④介護労働者の実態及
び意向調査

⑤（仮）認知症の人及
び家族の意識調査

①介護サービス利用意向調査

調査名

令和７年１１月～令和８年３月末
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